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公
共
施
設

図
書
館
・
歴
史
民
俗
資
料
館
・
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
各
保
健
セ
ン

タ
ー
・
体
育
館
・
各
公
民
館
・
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
ご
利
用

年
末
：
12
月
27
日（
水
）ま
で

年
始
：
１
月
５
日（
金
）か
ら

ゴ
ミ
収
集（
右
表
）

カ
レ
ン
ダ
ー
に
あ
る
収
集
日
程
と

は
別
に
、
可
燃
ゴ
ミ
は
特
別
収
集

が
あ
り
ま
す
の
で
、
集
積
所
へ
は

午
前
８
時
30
分
ま
で
に
お
出
し
く
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2006

年末年始の
業務のお知らせ
可燃ゴミの特別収集29日、30日
問　施設により問い合わせ先が異な
　　りますので、ご注意ください。

年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
各
施
設

が
休
み
に
な
り
ま
す
。

　
市
役
所
に
つ
い
て
は
、
閉
庁
期

間（
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
）は
、
普

段
の
土
日
と
同
じ
よ
う
に
日
直
を

置
き
ま
す
の
で
、
婚
姻
届
、
死
亡

届
な
ど
は
受
付
け
を
し
ま
す
。

　
閉
庁
期
間
の
上
水
道
の
漏
水
な

ど
に
つ
い
て
は
最
寄
り
の
工
事
店

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。東
地
区
に

お
い
て
は
、
各
戸
に
配
布
さ
れ
て

い
る
「
受
託
工
事
当
番
表
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
当
番
指
定
業
者
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

行
政
機
関

市
役
所
各
庁
舎

年
末
：
12
月
28
日（
木
）ま
で

年
始
：
１
月
４
日（
木
）か
ら

だ
さ
い
。収
集
後
に
出
さ
れ
た
ゴ

ミ
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
時

間
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、

年
末
年
始
の
間
は
集
積
所
に
ゴ
ミ

を
出
さ
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。

衛
生
土
木
へ
の
持
ち
込
み

年
末
：
12
月
28
日（
木
）午
後
４
時

ま
で

年
始
：
１
月
４
日（
木
）か
ら

問
江
戸
崎
地
方
衛
生
土
木
組
合

☎
０
２
９
︲
８
９
２
︲
２
８
４
１

問
稲
敷
市
生
活
環
境
課

☎
０
２
９
︲
８
９
４
︲
２
３
２
７

可燃ゴミ 金属類 ビン

江戸崎北
年末 12月30日 12月27日

年始 １月5日 １月17日 １月10日

江戸崎南
年末 12月30日 12月27日

年始 １月4日 １月17日 １月10日

新利根
年末 12月30日 12月26日

年始 １月6日 １月16日 １月9日

東
年末 12月29日 12月25日

年始 １月5日 １月22日 １月15日

桜川
年末 12月30日 12月22日

年始 １月4日 １月12日 １月5日

年末年始ゴミ収集日一覧　※　　部分が特別収集日です

し
尿
汲
み
取
り

各
地
区
ご
と
に
担
当
業
者
が
あ
り

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ

い
。ま
た
、
年
末
は
特
に
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
。お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

対象地区	 業者名	 電話番号	 年末	 年始
江戸崎地区	 江戸崎衛生社	 029-892-0456	 12 月 29日まで	 1 月 4日から
君賀地区のみ	 大利根クリーン工業	 0297-86-2743	 12 月 29日まで	 1 月 4日から
桜川地区	 （有）小松環境センター	 029-885-0086	 12 月 30日まで	 1 月 8日から
　〃	 遠藤衛生	 0478-72-3305	 12 月 28日まで	 1 月 5日から
桜川・新利根地区	 関東総業	 0297-87-2552	 12月 30日午前まで	 1 月 5日から
東地区	 （有）環境衛生センター	 0478-54-3283	 12 月 28日まで	 1 月 4日から
　〃	 （有）オサム	 0299-66-4114	 12月 30日午前まで	 1 月 4日から
　〃	 北総衛生舎	 0299-79-0050	 12 月 28日まで	 1 月 5日から
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informationくらしと情報

男女共同参画を推進するための市条例と計画の骨子案について
みなさんのご意見をお聞かせください

少子高齢化の進展など社会情勢が大きく変化している中
で、豊かで活力に満ちた社会を築くためには、「男は仕事、
女は家庭」というような性別による固定的な役割分担に
とらわれず、男女が対等なパートナーとして、家庭、学校、
職場、地域などあらゆる分野で、それぞれの個性と能力
を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現が
必要です。
　市では、現在男女共同参画社会の実現を目指し、市・市

「稲敷市男女共同参画推進条例（仮称）骨子案」の概要

◆前文
　　条例制定の意義やこれまでの経緯、現状、解決しなければならない課題、男女共同参画社会の必要性、市の決意
　　を前文に盛り込みます。

◆目的
　　男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の基本的
　　施策に関し必要な事項を定めて、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。

◆定義
　　○男女共同参画	 ○積極的改善措置	 ○市民	 ○事業者
　　○セクシュアル・ハラスメント	 ○ドメスティック・バイオレンス

◆基本理念
　　○男女の人権の尊重
　　○固定的性別役割分担等に基づく社会制度又は慣行の解消
　　○政策及び方針決定過程への男女の共同参画
　　○家庭における活動と他の活動の両立
　　○国際社会の動向に対する留意

◆責務
　　○市の責務　男女共同参画推進施策の総合的な策定と実施
　　○市民の責務　男女共同参画推進への取組、市施策への協力
　　○事業者の責務　男女共同参画推進への取組、市施策への協力

◆性別による権利侵害の禁止
　　セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス等の禁止

◆基本的施策
　　○計画の策定	 ○市民･事業者の理解を深めるための措置
　　○市民・事業者への支援	 ○男女共同参画の実現に関する教育
　　○積極的改善措置	 ○家庭生活とその他の活動との両立支援
　　○家族経営的な農業及び商工業等の分野における男女共同参画の実現
　　○苦情等の処理	 ○推進体制の整備等
　　○調査研究	 ○年次報告

◆男女共同参画審議会
　　男女共同参画の推進に関する重要事項等の調査審議等

稲敷市秘書広聴課（江戸崎庁舎）〒300-0595稲敷市江戸崎甲3277-1
tel.029-892-2000（内線2403）／ fax.029-892-0388 ／ Email:hisyokouchou@city.inashiki.lg.jp

民・事業者が一体となって取り組むための指針となる「稲
敷市男女共同参画推進条例（仮称）」の制定と「稲敷市男
女共同参画計画（仮称）」の策定を進めています。
　条例の制定と計画の策定にあたっては、より多くの市
民の皆様のご意見・ご提言を反映させたいと考えていま
すので、骨子案に対するご意見をお寄せください。なお、
骨子案のより詳しい内容は、市ホームページをご覧いた
だくか、秘書広聴課までお問い合わせください。

「稲敷市男女共同参画計画（仮称）骨子案」の概要

◆計画策定の趣旨　男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的、計画的に推進するため策定します。
◆計画の位置付け　男女共同参画社会基本法（第14条第3項）に基づく市町村男女共同参画計画として、国および県の
　　　　　　　　　「男女共同参画基本計画」を勘案した計画です。
◆計画の期間　　　平成19年度〜28年度
◆基本目標と施策の方向

基本目標 主要課題 施策の方向

Ⅰ
人権の尊
重と男女
平等の意
識づくり

①男女平等の意識づくり
（1）広報･啓発活動の推進
（2）男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
（3）メディアにおける人権の尊重

②男女共同参画を推進する
　教育・学習の充実

（1）学校等における男女共同参画を推進する教育・学習の充実
（2）家庭・地域における男女共同参画を推進する教育・学習の充実
（3）生涯学習を通しての男女共同参画の推進

③男女共同参画を阻害する
　あらゆる暴力の根絶

（1）ドメスティック・バイオレンス防止対策の推進
（2）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
（3）被害者に対する支援体制の整備

Ⅱ
あらゆる
分野への
共同参画
を進める
社会づく
り

①政策・方針決定過程への
　共同参画の推進

（1）審議会・委員会等への女性の積極的登用
（2）市・事業所・団体における女性の参画促進
（3）女性の人材育成の推進

②家庭生活・地域社会への
　共同参画の推進

（1）固定的な性別役割分担の解消
（2）家事・育児・介護等に対する女性への適正な評価と男性の参画促進
（3）地域活動への共同参画の推進

③国際社会への参画の推進 （1）情報の収集と提供
（2）国際理解と交流の推進

Ⅲ
男女がと
もに働き
やすい環
境づくり

①雇用の場における男女平
　等の実現

（1）就労の均等な機会と待遇の確保
（2）女性の能力発揮のための支援

②仕事と家庭の両立支援 （1）職場における両立支援の推進
（2）子育て支援策の充実

③あらゆる職種における就
　業環境の整備

（1）多様な就業形態における労働条件の改善
（2）農業・商工業等自営業における労働条件の整備
（3）女性の起業、再就職に対する支援

Ⅳ
健康で安
心して暮
らせる生
活環境づ
くり

①生涯を通じた健康への支
　援

（1）心と身体の健康づくりへの支援
（2）生涯を通じた女性の健康支援

②子どもが健やかに育つ環
　境整備

（1）子どもが健やかに育つ生活環境の整備
（2）ひとり親家庭等に対する支援体制の充実

③高齢者、障害者が安心し
　て暮らせる環境づくり

（1）高齢者・障害者の自立支援
（2）社会全体での介護支援の充実

ご意見をお寄せください
１月８日（月）までにハガキまたは手紙、ファックス、Eメールで、「稲敷市男女共同参画推進条例骨子案または稲敷市
男女共同参画計画案への意見」と明記し、意見、氏名、住所、年齢、電話番号を記入し秘書広聴課へお出しください。
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の
部
、
児
童
・
生
徒
の
部（
中
学
生

以
下
）
／
応
募
方
法
：
ハ
ガ
キ
に

作
品
を
記
載
し
、
住
所
、
電
話
番

号
、氏
名
、年
齢
、性
別
、職
業（
ま

た
は
学
校
名
と
学
年
）、
応
募
部
門

を
明
記
し
て
送
付
／
送
付
先
：
ま

ち
づ
く
り
月
間
実
行
委
員
会
標
語

募
集
係
〒
１
０
２
︲
０
０
９
４
東

京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
３
︲
３

２（
財
）都
市
計
画
協
会
内
／
募
集

期
間
：
２
月
15
日（
木
）ま
で
※
消

印
有
効

問
ま
ち
づ
く
り
月
間
実
行
委
員
会

☎
０
３
︲
３
２
６
２
︲
３
４
９
１

informationくらしと情報

講座名 場所 対象者 開催日・時間 定員 内容

ビューティー＆
リラックスヨガ 江戸崎公民館 一般 2月3.10.17日、3月3.10日（土）

午前10時〜11時 15名
心と身体のバランスを整え体
を内側から温めることで代謝
が良くなり若返り効果大！

パソコンで歩む稲敷市
「字名探訪」（歴史散歩） あずま生涯学習センター 一般

1 月 21 日、2 月 4.18 日、3 月
4.18日（日）
午前10時〜正午

15名
パソコンを使用した稲敷市「字名
探訪」です。パソコンの入力など
を学びながら市内探訪をします。

仲間づくり 新利根公民館
子供〜一般
（未就学児は
親子で参加）

1月21日、2月11日、3月18
日（日）
午前9時〜11時

40名 地区児童異年齢の交流対話
と楽しいレクリエーション

YOGAヨガ あずま生涯学習センター 一般
1月16.23.30日、2月6.20.27
日、3月6.13.20.27日（火）
午後7時30分〜8時30分

10名
呼吸に意識を向けゆっくり
としたペースでポーズを行
うことで新陳代謝をUP！

親子日本舞踊 江戸崎公民館 小学生〜中学生
（親子可）

1月20日、2月10.24日、3月
3.10.17日（土）
午後1時〜3時

20名
日本の伝統文化の日本舞踊
を基本から習い、着付けから
和の作法まで勉強します。

豊かな老後に備
えて 江戸崎公民館 一般

2月17.24日、3月3.10.17.24
日（土）
午後1時〜3時

20名
「いつかは誰でも通る道だか
ら」。高齢者・障害者の生活
の実際からポイントを学習。

漢字おもしろ塾 江戸崎公民館 小4〜中学生 3月24.25.27.28.29日（土〜木）
午前10時〜11時 10名

漢字をおもしろく覚えてい
く方法を習います。「ことば」
の不思議など。

６日で使えるように
なる！EXCEL教室 あずま生涯学習センター パソコン初心者

（文字入力が出来る方）

1 月 26 日、2 月 2.9.16.23 日、
3月2日（金）
午前9時〜正午

18名
初心者を対象に、6日間で表
計算（EXCEL）の基本をマス
ターします。

�8年度いなしき・るーむ受講生募集
いなしき・るーむは「自分がこれまで学習してきたことを他の人に伝えたい」と思われる方が講師となる講座です。講
師と講座生が運営する新しい形の講座。皆さんが参加して楽しい講座にしてみませんか。※費用がかかる場合有り。
募集期間：12月12日（火）〜平成19年1月7日（日）（月・祝・12月28日〜1月4日は休み）・午前9時〜午後5時
申込方法：各公民館・あずま生涯学習センター窓口で申込用紙にて申し込み（開催外の公民館でも申し込み可）
※定員を超えた場合は抽選となります。結果は後日連絡します。申し込みが少ない場合は中止する場合があります。

若
年
性
糖
尿
病
講
演
会

個
別
相
談
会

竜
ヶ
崎
保
健
所
で
は
、
若
年
性
糖

尿
病
の
児
童
の
保
護
者
を
対
象
と

し
た
講
演
会
と
個
別
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

日
時
：
平
成
19
年
１
月
20
日（
土
）

午
後
１
時
〜
４
時
30
分
／
場
所
：

竜
ヶ
崎
保
健
所
（
龍
ケ
崎
市
２
９
８

３
︲
１
）
／
内
容
：
講
演
会
＝「
若

年
性
糖
尿
病
と
上
手
に
つ
き
あ
お

う
」鹿
嶋
田
健
一
医
師
（
東
京
北
社

会
保
険
病
院
小
児
科
部
長
）「
た
の
し

い
食
事
・
お
や
つ
の
コ
ツ
」
加
藤

か
な
江
管
理
栄
養
士（
茨
城
県
立
子

ど
も
病
院
）、
個
別
相
談
会
お
よ
び

情
報
交
換
会
／
申
込
：
１
月
10
日

（
水
）ま
で
に
竜
ヶ
崎
保
健
所
へ

問
茨
城
県
竜
ヶ
崎
保
健
所
健
康
増

進
課
☎
０
２
９
７
︲
６
２
︲
２
１

７
２ま

ち
づ
く
り
標
語

懸
賞
募
集

ま
ち
づ
く
り
月
間
実
行
委
員
会
で

は
、
ま
ち
づ
く
り
標
語
を
募
集
し

て
い
ま
す
。優
秀
作
に
は
、
賞
状

と
副
賞
が
贈
ら
れ
ま
す
。

課
題
：
「
つ
な
ぐ
・
つ
な
げ
る
ま

ち
づ
く
り
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問稲敷市生涯学習課（新利根庁舎）tel.0297-87-3439

市では、1日3回、防災行政無線の試験放送を兼ねた
定時チャイム放送を行ってきましたが、12月25日よ
り当分の間、午前7時の定時チャイムを休止します。
問稲敷市生活環境課（桜川庁舎）tel.029-892-2000（内
線4403）

防災行政無線　午前7時の定時チャイム放送を休止


